
令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

九

四

号

託
児
所
に
お
け
る
補
助
金
適
用
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

野

哲
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託
児
所
に
お
け
る
補
助
金
適
用
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
よ
り
最
大
五
万
人
の
保
育
の
受
け
皿

を
整
備
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
二
〇
一
六
年
の
制
度
創
設
以
降
、
多
額
の
助
成
金
を
あ
て
に
し
た
ず
さ
ん
な
経
営

を
行
な
う
一
部
の
事
業
者
も
出
て
お
り
、
短
期
間
で
の
閉
鎖
や
事
業
か
ら
撤
退
す
る
等
の
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
二
〇
一
六
年
の
補
助
金
導
入
前
か
ら
運
営
を
行
な
っ
て
い
る
企
業
内
託
児
所
の
中
に
は
、
堅
実
な
経
営
を
行
な
い
、

実
績
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
助
金
の
対
象
外
と
な
り
、
厳
し
い
運
営
を
迫
ら
れ
て
い
る
事
業
所
も
存
在
す
る
。

今
後
、
持
続
的
に
待
機
児
童
解
消
に
取
組
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
本
制
度
の
創
設
前
か
ら
存
在
す
る
一
定
以
上
の
実
績
が
あ

る
事
業
者
に
つ
い
て
も
補
助
金
の
対
象
と
す
べ
き
と
考
え
る
。

こ
の
件
に
関
連
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
一
八
年
三
月
二
十
九
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
矢
田
わ
か
子
参
議
院
議
員
か
ら
既
設
の
事
業
所
内
保
育

所
に
対
す
る
支
援
の
問
い
に
対
し
、
当
時
の
松
山
国
務
大
臣
か
ら
「
従
来
の
事
業
所
内
保
育
施
設
は
、
雇
用
保
険
か
ら
運
営

費
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
と
出
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

先
生
の
御
指
摘
踏
ま
え
て
検
討
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
約
一
年
が
経
過
し
た
現
在

一



に
お
け
る
政
府
の
検
討
状
況
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


